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つ目は毎日３０分間の少人数指導の取り組みの

なかでマイノリティの子供達への個別支援を行

っていること。４つ目は  P 氏自身の「チャイル

ドセンタード」の意味を語ってもらった。 P 氏に

とりそれはユタの文化であり、子どもは最も大切

なものという考えが教員と保護者の間に浸透し

ていて学習支援員として保護者のサポート体制

があるということだった。最後は教育予算が低い

ということに不満はあるがそのような条件のも

とで親を含む自分たちが一生懸命に働いている

ことに満足していると語った。  

②  A 小学校  S 校長のストーリー   

A 小学校にはマイノリティが少なくテストも州

では上レベルに位置する学校である。S 校長は隣

に併設されている幼稚園の園児を招き入れ 1 日

に１時間ほどリーディングやライティングの指

導を行っている。S 校長は入学前からの学習準備

が子どもたちに「イノベーション」を起こしその

ような働きかけが結果に表れると語った。また、 

NCLB 法が市やコミュニティに与えた影響は大き

かったという。成績を達成できなかった教師の実

名が新聞で報道され、保護者には「失敗校なので

成功校に転校することができる。」という旨の案

内が配布されたという。S 校長はこの経験は「一

生懸命に働いている教師にとって辛いことだっ

た」と振り返った。しかし、今ではそのような事

態はなく子どもにとっても安心してテストが受

けられる状態にあると語った。 NCLB 法が与えた

閉校という罰は子どもにも不安をもたらしたこ

とがわかる。最後に、 S 校長にとってチャイルド

センタードとは、「全ての子供達のニーズにそっ

た学びを提供すること」だという。例えば、gifted

プログラム、 STEAM プログラムなど、どんなレベ

ルの子どもも学ぶ機会があるようにそれらを準

備します。それが、私たちの（そうあるべきだと

感じる）学校なのです。  

③  S 小学校  教師  H のストーリー   

H さんは勤務校では二年目に入り、特別支援の

免許も持つ経験豊かな教員である。彼女はまず、

メディアの報道が親達に不必要な不安を煽り当

てていることを指摘した。そのためにテスト受験

を拒否した子どもがおり、H さんは困惑している

という。「テストデータは教師がその子どもに対

し弱点を克服させる手立てを考える上で不可欠

なもの」であり、「テスト自体が悪いのではなく、

メディアの報道の仕方などその取り扱い方に問

題がある」と感じている。 H さんのチャイルドセ

ンタードとは「子どもたちを自分の未来だと受け

止めること」である。  H さんは、自分自身が過

去にリーディングが苦手で全く文字が読めない

子どもであったため、そのような不安を抱えてい

る子どもの気持ちを理解することができ、支援の

ためには努力を惜しまない決心があるという。彼

女は子どもたちを生涯学び続ける人に育てたい

と願っておりそれらの働きも管理職との強い信

頼関係があってこそ成り立つと語った。  

 

終章  おわりに  

本研究では、教師の語りを通し以下の事柄が明

らかになった。 W 学区の外部教師（ P.E コーチ）

の活用は、外部の人材活用の有効性を示唆してい

る。学力テスト結果に対するメディアの報道のあ

り方が子どもにも影響することを心に留めるべ

きでありその解決策が求められる。州評価システ

ムは、一人一人の細かい追跡に時間を要し大きな

負担を与えると推察できる。しかし、教師はその

システムの視点が点数ではなく子供にあること

に満足感を抱いていた。最後にどの学校でも子供

達の成長のために働き導くことを教師の喜びと

している姿があった。そのような姿はテストの結

果だけを表した報告書には表れてこない。以上の

ことから当事者の語りを通し与えられた具体的

な示唆を学校に還元できることがわかった。  

しかしながら、本研究においては課題も残され

ている。言語が英語であるため本来の意味合いに

ついて発話者や協力者との十分な確認作業や深

いストーリーを導きだすための交流が必要であ

ったが地理的な制限のために不十分さが残った。

また、ライフストーリーという方法から一般化は

目指せない。しかし本研究では一般化を目指さ  

ず一教師にスポットをあてた。したがってこれか

らの課題は教師に視点を当て見えてきた具体的

な取り組みや工夫を評価し活用するシステム作

りだと言える。  
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日本の教職員人事異動に関する考察 
―県費負担教職員制度への検討を通じて― 
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【概要】  

 
序章  問題の所在  

人事異動に関する研究は、①人事異動の事務、

②人事異動の実施結果、③異動の意義に分類する

ことができる。とりわけ、異動の意義に関する研

究の多くは異動の効果に焦点を当て考察してい

る傾向にある。一方、同僚性やメンタルヘルスに

関する研究等によると、異動が教員個人に悪影響

を来たすことを指摘している。つまり、実態とし

て人事異動は諸刃の剣のような機能を有してお

り、先行研究の多くが、人事異動を独立変数とし

て考察していることが指摘できる。  

しかし、日本独自の教育行政システムである

「県費負担教職員制度」下における人事異動とい

う視点に立つと、人事異動を従属変数として捉え、

人事異動に影響を与える要素を考慮に入れる必

要があると考える。特に、地方分権改革の文脈に

おいて、「地方」（部分）の自律性・自主性が強調

されていると同時に、教育分野では「市町村レベ

ル」・「学校レベル」の意向や利益も重視されつつ

ある。それに伴い、人事異動の実態にもインパク

トを及ぼしていることが明らかになりつつある。

例えば、広域異動（一般的に、複数の市町村域・

教育事務所管内の異動等）の減少や、自治体によ

る人材の囲い込みに起因する異動範囲の縮小な

どである。  

他方、一般企業で行われる人事は組織への効果

と個人（従業員）に対する効果のそれぞれを期待

して行われる。公立学校における教員人事にこれ

を当てはめれば「組織（学校・自治体）」への効

果と「個人（教職員）」への効果が期待されると

いえる。  

以上より、本研究は人事異動が「教員レベル」

「学校レベル」にもたらす影響に加え、地方分権

改革の文脈における「市町村教委と都道府県教

委」の関係を考察することで、県費負担教職員制

度下の人事異動の問題点を明らかにすることを

目的とする。  

 

第一章  県費負担教職員制度の構造  

本章は、県費負担教員制度の成立、法制理論、

及び法制理論に関する議論、という三つの面から

県費負担教職員制度の構造を考察した。  

 まず、地教行法の施行により、県費負担教職員

制度が成立した。その制度が、学級編制や教職員

定数の標準を定める法律と相まって、義務教育の

推進や教育の機会均等・維持に対して有効に機能

していると言える。また、県費負担教職員制度の

下に、都道府県教委が教員の異動方針を策定する

ことにより、広域異動、へき地異動、異校種異動

などが県全体の範囲で行われる。  

 次に、法制理論における県費負担教職員制度に

は三つのポイントがある。 1 点目は、都道府県教

委と市町村教委は相互に協力をする独立した組

織である。また、一般の任命権とは異なり、都道

府県教委の任命権は調整機能を発揮することを

前提とするものである。2 点目は、内申権は行政

法において重要な法律要件である。また、市町村

教委の内申がない場合、都道府県教委は人事権を

行使することができない。しかし、市町村が内申

を行わない場合に内申抜き任命権を行使できる

か否かについて、後述するように議論は錯綜して

いる。 3 点目は、校長の意見具申は制度上、市町
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村教委の内申権のような法的効力を持っていな

い。しかし、校長の意見具申権を尊重する方向で

人事異動を展開することが一般的に大事である

とされている。  

 また、上述した制度上の規定に対して、運用上

の問題も確認されるようになった。1974 年 10 月

4 日に文部科学省が、「異常な事態」に当たって

は都道府県教委が内申なしの人事･処分を行うこ

とができると解釈した。それを踏まえ、福岡県教

委は地教委の内申を抜き、あるストライキに参加

した教職員を減給・戒告処分とした（内申抜き処

分事件と言う）。それに対して、原告である教職

員は不服申立を行った。特筆すべきは、控訴審と

上告審はともに内申抜きの処分を認めたが、判決

理由がそれぞれ異なっていたことである。控訴審

判決は、地教委が県教委に内申する義務を怠った

と指摘したのに対して、上告審は、地教委が監督

者として取るべき措置を怠り、人事管理上著しく

適正を欠いていることを指摘した。即ち、内申の

持つ法的性格が「義務」であるのか「責任」であ

るのかによって解釈に相違が見られた。   

本章を整理すると、県費負担教職員制度下の人

事異動に影響を与える三つの主体は、任命権者の

都道府県教委、服務監督権者の市町村教委、意見

具申権を持っている校長である。また、三者の権

限が互いに制約する状態にある。  

 

第二章  第二章  県費負担教職員制度をめぐ

る揺らぎ  

本章は、特に県費負担教職員制度をめぐる揺ら

ぎについて考察する。なぜなら、地方分権改革の

影響を受け、教育分野においても公募制・FA 制、

市町村教委への人事権移譲など、当該制度に係わ

る変革が確認できるからである。  

 公募制は校長が自分の教育理念や学校運営方

針等に基づき教員を公募して配置するものであ

り、 FA 制は教員が自身の能力の一層の発揮を促

すために転任先を募集するものである。その趣旨

に従うと、それは県費負担教職員制度が求める

「全体最適」と矛盾して、「部分」最適化を志向

するものであると言えるだろう。また、市町村教

委への人事権の移譲、市町村費負担教職員制度の

趣旨及び経緯を分析することを通じて、それはあ

くまでも特区や一部の地区でのみ展開されてい

るものであると確認された。給与負担をはじめと

した政令指定都市に対する権限の移管も、財源問

題で法改正が見送られている。  

このようにあくまで部分的な変革であるもの

の、県費負担教職員制度を支える各基礎条件に対

しある程度の揺らぎを与えている。  

その他、市町村合併による教育事務所の廃止に

伴う事務処理能力の低下で、広域的な人事異動を

調整する役割が弱くなってきた。また、市町村合

併による地域の広域化により、市町村教委が管理

する学校が増えて、それに応じて、市町村教委の

独立性を高めていくことが求められている。前述

の状況は、広域異動（複数市町村域・教育事務所

管内の異動）や狭い異動（単独の市町村内の異動）

に変化をもたらすだろうと予想される。  

その点に関しては、朝日新聞（ H12 年～ H27 年）

4 月 1 日付の新聞を用い、福岡県の教職員異動（南

筑後･八女市）に関するデータから八女市市町村

合併前後（ 15 年間）の人事異動の変化を追った。

結論として、市町村合併に伴い、八女市の教職員

人事異動の広域異動が少なくなり、その代わりに、

市内の異動が多くなるということが見出された。 

本章により、これらの動きは、県費負担教職員制

度を確保した上で、地方分権が求める「独自性」

を容認するものである。しかし、それは教員の人

事異動の運用･実態にある程度影響を与えると推

察される。  

 

第三章  第三章  県費負担教職員制度下の人

事異動の現状  

本章は、人事異動の運用に影響を与える主体で

ある県教委、市町村教委、校長、教員の実態を明

らかにするために、県教委、校長、教員を対象と

して半構造化インタビュー調査を実施した。また、

その実態に存在する問題点が県教委、学校組織、

教員個人に与える影響を踏まえながら、異動の意

義を検討した。  

（１）県教委  

 まず、第一章、第二章の分析により、県教委と

市町村教委は「協働関係」にあり、また、近年地

方分権の影響を受け、教育分野で市町村教委の独

立性が高まりつつあることが確認された。そのた

め、「人事異動における市町村教委の権限は拡大

するが、都道府県教委（教育事務所）が優位に立

つである」、という仮説を立てる。  

 インタビューの対象・方法は、県教委の出先機

関である教育事務所で人事担当をされた経験を

持っている男性の A 先生に対し、1 時間の半構造

化インタビューの形式で行った。この調査のデー

タに対して、広域異動、市町村の内申権、地方分

権の影響、全体最適というキーワードに着目して

分析を行った。分析の結果は以下三つのカテゴリ

に分類できる。  

1 点目は、市町村教委の独立性である。一部の

市（旧市）教委は市内で人事異動を動かせるよう

な権限を持っている。その一部の市以外の市町村
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村教委の内申権のような法的効力を持っていな

い。しかし、校長の意見具申権を尊重する方向で

人事異動を展開することが一般的に大事である

とされている。  

 また、上述した制度上の規定に対して、運用上

の問題も確認されるようになった。1974 年 10 月

4 日に文部科学省が、「異常な事態」に当たって

は都道府県教委が内申なしの人事･処分を行うこ

とができると解釈した。それを踏まえ、福岡県教

委は地教委の内申を抜き、あるストライキに参加

した教職員を減給・戒告処分とした（内申抜き処

分事件と言う）。それに対して、原告である教職

員は不服申立を行った。特筆すべきは、控訴審と

上告審はともに内申抜きの処分を認めたが、判決

理由がそれぞれ異なっていたことである。控訴審

判決は、地教委が県教委に内申する義務を怠った

と指摘したのに対して、上告審は、地教委が監督

者として取るべき措置を怠り、人事管理上著しく

適正を欠いていることを指摘した。即ち、内申の

持つ法的性格が「義務」であるのか「責任」であ

るのかによって解釈に相違が見られた。   

本章を整理すると、県費負担教職員制度下の人

事異動に影響を与える三つの主体は、任命権者の

都道府県教委、服務監督権者の市町村教委、意見

具申権を持っている校長である。また、三者の権

限が互いに制約する状態にある。  

 

第二章  第二章  県費負担教職員制度をめぐ

る揺らぎ  

本章は、特に県費負担教職員制度をめぐる揺ら

ぎについて考察する。なぜなら、地方分権改革の

影響を受け、教育分野においても公募制・FA 制、

市町村教委への人事権移譲など、当該制度に係わ

る変革が確認できるからである。  

 公募制は校長が自分の教育理念や学校運営方

針等に基づき教員を公募して配置するものであ

り、 FA 制は教員が自身の能力の一層の発揮を促

すために転任先を募集するものである。その趣旨

に従うと、それは県費負担教職員制度が求める

「全体最適」と矛盾して、「部分」最適化を志向

するものであると言えるだろう。また、市町村教

委への人事権の移譲、市町村費負担教職員制度の

趣旨及び経緯を分析することを通じて、それはあ

くまでも特区や一部の地区でのみ展開されてい

るものであると確認された。給与負担をはじめと

した政令指定都市に対する権限の移管も、財源問

題で法改正が見送られている。  

このようにあくまで部分的な変革であるもの

の、県費負担教職員制度を支える各基礎条件に対

しある程度の揺らぎを与えている。  

その他、市町村合併による教育事務所の廃止に

伴う事務処理能力の低下で、広域的な人事異動を

調整する役割が弱くなってきた。また、市町村合

併による地域の広域化により、市町村教委が管理

する学校が増えて、それに応じて、市町村教委の

独立性を高めていくことが求められている。前述

の状況は、広域異動（複数市町村域・教育事務所

管内の異動）や狭い異動（単独の市町村内の異動）

に変化をもたらすだろうと予想される。  

その点に関しては、朝日新聞（ H12 年～ H27 年）

4 月 1 日付の新聞を用い、福岡県の教職員異動（南

筑後･八女市）に関するデータから八女市市町村

合併前後（ 15 年間）の人事異動の変化を追った。

結論として、市町村合併に伴い、八女市の教職員

人事異動の広域異動が少なくなり、その代わりに、

市内の異動が多くなるということが見出された。 

本章により、これらの動きは、県費負担教職員制

度を確保した上で、地方分権が求める「独自性」

を容認するものである。しかし、それは教員の人

事異動の運用･実態にある程度影響を与えると推

察される。  

 

第三章  第三章  県費負担教職員制度下の人

事異動の現状  

本章は、人事異動の運用に影響を与える主体で

ある県教委、市町村教委、校長、教員の実態を明

らかにするために、県教委、校長、教員を対象と

して半構造化インタビュー調査を実施した。また、

その実態に存在する問題点が県教委、学校組織、

教員個人に与える影響を踏まえながら、異動の意

義を検討した。  

（１）県教委  

 まず、第一章、第二章の分析により、県教委と

市町村教委は「協働関係」にあり、また、近年地

方分権の影響を受け、教育分野で市町村教委の独

立性が高まりつつあることが確認された。そのた

め、「人事異動における市町村教委の権限は拡大

するが、都道府県教委（教育事務所）が優位に立

つである」、という仮説を立てる。  

 インタビューの対象・方法は、県教委の出先機

関である教育事務所で人事担当をされた経験を

持っている男性の A 先生に対し、1 時間の半構造

化インタビューの形式で行った。この調査のデー

タに対して、広域異動、市町村の内申権、地方分

権の影響、全体最適というキーワードに着目して

分析を行った。分析の結果は以下三つのカテゴリ

に分類できる。  

1 点目は、市町村教委の独立性である。一部の

市（旧市）教委は市内で人事異動を動かせるよう

な権限を持っている。その一部の市以外の市町村

はほとんど校長からの意見を自教委内で独立的

に調整し、人事異動案を作る形で都道府県教委に

内申している。県教委があくまでも市町村間の調

整者として位置づけられることが確認された。こ

れらから、市町村合併により、本来異動を行って

いたいくつかの市町村が、市町村合併により一つ

の市になることで県教委の調整機能は失うと予

測される。  

2 点目は、県レベルに与える影響である。前述

したように、旧市が人事異動を動かせるような権

限を有するほか、地方分権の影響を受けて県教委

の調整機能が失いつつある。そのため、多数の市

教委が独自的に人事異動を行うようになる。この

状況において、県全体では人事の刷新が行われに

くく、教員の人事異動の停滞感は否めないと推察

できる。  

3 点目は、県レベルにおける意義である。定期

の人事異動は、ある教員やある学校の素晴らしさ

を県全域に広げていくチャンスになる。また、県

全域で年齢構成、性別構成、ミドルリーダーのバ

ランスを取ることにより、有効的な人事構成を実

現できる (図 1)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：望ましい「全体最適」  

 

（２）学校組織  

 まず、第一章の分析により、校長の意見具申権

に対する尊重が重要であることが明らかになっ

た。また、地方分権が進んでいる中に、特色ある

学校づくりの要請で校長の裁量権の拡大が求め

られている。そのため、「人事異動における校長

の意見具申権が内申の手続き上、重み付けがされ

るが、運用中に形骸化される」という仮説を導き

出した。  

 インタビューの対象・方法は、少なくとも 2 校

の校長経歴を持っている男性の A,B,C の先生を

対象とし、一時間の半構造化インタビューの形式

で行った。この調査のデータに対して、意見具申

権の行使や結果、異動が学校にもたらすリスクや

効果という観点から考察した。考察の結果は以下

三つのカテゴリに分類できる。  

1 点目は、校長の意見具申権の形骸化である。

「意見具申権の行使」は、校長によって捉え方が

異なっている傾向にあることが明らかになった。

また、校長にとって、「意見具申権」がただ事務

的な手続きであると解釈されている可能性があ

る。したがって、教員個人の希望に沿った「意見

具申の結果」が明確に反映されるか否かに関して、

校長はあまり期待していないことが推察される。

逆に、校長は人事異動に関する事前構想や事後配

置がより大事なものであると指摘していた。  

2 点目は、学校組織に与える影響である。先行

研究で指摘された同僚性や校長のリーダーシッ

プの維持、学校行事の一貫性に関する懸念に対し

て、校長にとってとりわけ影響はないが、異動す

る教員の数や教員の質が学校運営にリスクを来

たすことが伺われる。  

 3 点目は、学校レベルにおける意義である。先

行研究で示唆された異動が学校の教育課程経営

や学校課題の解決に寄与することに対して、校長

はその効果が短期間のうちに結びつくものでは

なくて、長期にわたり校長の仕事に関わるもので

あると指摘した。それより、むしろ異動を通じて

転入する人が刺激を受けることで、迎える人のマ

ンネリ化の打破し、学校全体の組織風土の改善を

実現することが大事であるとされている。そのた

め、異動は学校がいい方向に変わっていく契機で

あるといえるだろう。  

（３）教員個人  

 異動が教員の能力成長、人とネットワークの形

成に効果がある一方、教員自身に悪影響も及ぼす。

第一章の考察により、教員の希望は校長の意見具

申を通じ、市町村教委の内申で反映され、最後に

市町村教委から都道府県教委に内申する、という

過程が明らかにされた。そのため、「人事権、内

申権、意見具申権は相互制約するが、不意転はよ

く起こる」という仮説を設定する。  

インタビューの対象・方法は、異動経験が豊富な

B 先生、 C 先生や女性の D 先生を対象とし、一時

間の半構造化インタビューの形式で行った。異動

の回数調査のデータに対して、教員が異動に対す

る希望、不意転の影響、異動が個人に及ぼす悪影

響や効果から考察を行った。結果が以下三つのカ

テゴリに分類できる。  

1 点目は、不意転である。異動主体である教員

は異動に関する様々な要望を持ち、また、校長を

通して自分の希望を人事権者に伝えることを望

んでいる。しかし、個人の希望が通らない異動（不
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意転）に対して、教員は「全体奉仕」という立場

からやむなく了承する傾向を確認でき、逆に個人

能力を成長させる契機として認識している。  

 2 点目は、個人に及ぼす影響である。異動は環

境変化である。そのため、教員にとって異動がス

トレスであるとされている。また、職務担当や年

代により、その感覚も異なる。しかし、その負担

感･戸惑い感は異動直後の短期間及び教職初期に

強い傾向がある。即ち、教職経験や異動経験など

を重ねることで、異動という環境変化に適応しや

すくなると考えられる。  

3 点目は、個人レベルにける意義である。前述

した異動の悪影響を踏まえると、教員個人にとっ

て、異動は好ましくないが、必要なものであるこ

とを明らかにした。また、異動の意義を見出すた

めの観点として、①教員の専門性は、一緒に働い

てからわかる物である、②新しい職務･研修を受

けるきっかけとなる、③その学校にいったからこ

そ、学ぶことがある、の 3 つの点が挙げられた。 

 

終章  成果と課題  

異動にあたって、人事権者である都道府県教委、

監督権者である市町村教委、及び意見具申権を持

っている校長がそれぞれの立場に立っているか

ら、異動を通じて求めるものも違う。そのため、

三者の間における相克や齟齬がありうるもので

あると考えられる。本質に迫ると、教員の人事異

動は子どものためのものである。しかし、三者に

おいて、人事異動はやはり校長のために行うもの

ではないかと考えられる。いわゆる、校長はどの

ような子どもを育てたいのかということに沿っ

て、このような学校を作りたいというビジョンを

持つ、また、それに応じて、どのような教員が必

要であるのかということを県教委に伝える。逆に

言えば、県教委であれ市町村教委であれ、両者が

ともに学校現場で監督や指導を行うことができ

ないので、異動を通じて校長の希望に見合う教員

の配置を通じて子どもを育てることを実現する

しかないだろうと考えられる。  

本研究の限界と課題： 1、理論研究の部分につ

いて、県費負担教職員制度に関する資料の年代が

少々古い。そのため、現時点における人事異動を

考察することに対して、多少の不備があると自覚

している。今後の課題として、最新の動向を踏ま

えながら検証することが必要であると考える。  

2、インタビュー調査に関する課題である。分

析の確実性を確保するために、市町村教委の発言

をあわせて考える必要があると考えられる。また、

各立場の調査対象の人数や特性において検討の

余地があると考えられる。さらに、教員人事異動

の一般性を見るために、福岡県や福岡市の以外の

より広い範囲で検証する必要がある。  
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